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外国人技能実習生を使用する事業場に対して行った 

令和６年の監督指導等の状況を公表します 

～69.4％の事業場で労働基準関係法令違反～ 

 

新潟労働局（局長 福岡洋志）は、このたび、新潟県内の労働基準監督署が、令和６年に

外国人技能実習生（以下「技能実習生」）を使用する事業場に対して行った監督指導（立

入調査）等の状況について取りまとめましたので、公表します（別紙参照）。 

 

令和６年の監督指導の概要 

■ 労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した 144 事業場のうち

100事業場（69.4％）。 

■ 主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準38件（26.4％）、②健康診断の結果につ

いての医師等からの意見聴取21件（14.6％）、③衛生基準19件（13.2％）、の順に多か

った。 

 

新潟労働局や労働基準監督署は、技能実習生を使用する事業場に対し、労働基準関係法

令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対し

て監督指導を実施しており、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に

重点的に取り組んでいきます。 

 

なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対し

ては、送検を行うなど厳正に対応していきます。 
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別紙
技能実習生の実習実施者に対する監督指導等の状況

（令和６年）

⑴ 監督指導実施事業場及び違反事業場数の推移は、次のとおりであった。
＜注＞違反は実習実施者に認められたものであり、技能実習生以外の労働者に関する違反も含まれる。

⑵ 令和６年の主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準（26.4％）、健康診断結果につ
いての医師等からの意見聴取（14.6％）、③衛生基準（13.2％）、④労働時間、割増賃金の
支払（各10.4％）の順に多かった。

１ 監督指導の状況
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38（26.4％）安 全 基 準
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 2 0 条 等 ）
健 康 診 断 結 果 の 医 師 意 見 聴 取
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 6 6 条 の 4 ）
衛 生 基 準
（労働安全衛生法等第 2 2 条 等 ）
労 働 時 間
（ 労 働 基 準 法 第 3 2 条 ）
割 増 賃 金 の 支 払
（ 労 働 基 準 法 第 3 7 条 ）
労 働 条 件 の 明 示
（ 労 基 法 第 1 5 条 ）
健 康 診 断 の 実 施
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 6 6 条 ）
年 次 有 給 休 暇
（ 労 働 基 準 法 第 3 9 条 ）
就 業 規 則
（ 労 働 基 準 法 第 8 9 条 ）
賃 金 の 支 払
（ 労 働 基 準 法 第 2 4 条 ）
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＜注１＞「主な業種」は、令和６年末における在留資格「技能実習」に係る在留者が多い３職種（建設関係職種、
食料品製造関係職種、機械・金属関係職種）に関連する業種について取りまとめたものである。

＜注２＞「主な業種」の内訳は以下のとおり。
建設 ・・・土木工事業、建築工事業、その他の建設業
食料品製造 ・・・食料品製造業
機械・金属製造・・・鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、

輸送用機械等製造業

⑶ 主な業種に対する監督指導の状況は、以下のとおりであった。
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⑷ 監督指導の事例には、以下のようなものがあった。

事例２

会社の対応

労基署の指導等

外国人技能実習機構からの通報を契機に、年次有給休暇の取得について指導

 金属製品製造業の事業場において労働基準関係法令の違反の疑いがあると外国人技
能実習機構から労働基準監督署に通報があったため、立入調査を実施した。

 10日以上の年次有給休暇が付与された技能実習生について、１年以内に年５日の時
季指定が行われていなかったため、是正勧告した。

事例１

会社の対応

労基署の指導等

 当該プレスブレーキにプレスブレーキ用レーザー式安全装置を設置し、不意に体の
一部が稼働領域に入った場合は機械の運転が停止するよう是正した。

 事業場内の作業全般について、危険性及び有害性の特定、リスクの見積もり、優先
度の設定、リスク低減措置の決定等のリスクアセスメントを実施し、災害防止に取り
組んだ。
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機械による労働災害が発生したことを契機に、安全対策について指導

 金属製品製造業の工場内で、技能実習生がプレスブレーキに指が挟まれ負傷する労働災
害（左指開放骨折、休業見込み約１か月）が発生したため、労働基準監督署が立入調査を
実施した。

 技能実習生が部材を手で押さえながらプレスブレーキを作動させたところ、手が滑って
指が金型に挟まれたものであったが、当該プレスブレーキには安全装置が設置されていな
かったことから、是正勧告した。

 技能実習生は長期帰国に備えて年次有給休暇を取得していなかったことが要因であっ
たことから、８月に計画年休制度を新たに導入し、長期の年次有給休暇を取得すること
により技能実習生が一時帰国ができるように環境を整備した。



⑴ 技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基準監督機関では、外国人技能実習機構と
の間で、その監督等の結果を相互に通報している。
※１ 令和３年までは、出入国管理機関との間でも技能実習生に係る相互通報を行っていたが、

制度改正により、令和４年以降、外国人技能実習機構との間でのみ行っている。

⑵ 令和６年に労働基準監督署等から外国人技能実習機構へ通報（※２）した件数は６件、外国
人技能実習機構から労働基準監督機関等へ通報（※３）された件数は５件である。

※２ 労働基準監督署等から外国人技能実習機構へ通報する事案
労働基準監督機関において実習実施者に対して監督指導等を実施した結果、技能実習生に係
る労働基準関係法令違反が認められた事案

※３ 外国人技能実習機構から労働基準監督署等へ通報する事案
外国人技能実習機構において実習実施者を調査した結果、技能実習生に係る労働基準関係法

令違反の疑いがあると認められた事案

２ 労働基準監督署等と外国人技能実習機構との相互通報の状況
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⑶ 労働基準監督署等が外国人技能実習機構から通報を受けた実習実施者については、監督指導
等を実施している。

⑷ なお、監督指導等の結果を相互に通報する以外にも、強制労働等技能実習生の人権侵害が疑
われる事案については、実習実施者に対し、外国人技能実習機構との合同監督・調査を行うことと
している。

通報件数
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